
高知県シェアオフィス認定制度取扱要領新旧対照表

新 旧

第１条から第２条省略（変更なし）

（認定基準）

第３条 知事は、要件等チェックリストに規定する要件を満たすシェアオ

フィスを「県認定シェアオフィス」として認定するものとする。

第４条以降省略（変更なし）

第１条から第２条省略（変更なし）

（認定基準）

第３条 知事は、以下に規定する要件を満たすシェアオフィスを「県認定

シェアオフィス」として認定するものとする。

（１） 県内でシェアオフィスを運営していること

（２） 県外からの企業や人の受入に取り組んでいること

（３） 耐震性が確保されていること（昭和 56 年６月１日以降に着工し

た建築物に適用される耐震基準）

（４） 別表第１に掲げるいずれにも該当しないこと

（５） 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと

（６） 要件等チェックリスト（別記様式）の要件を満たしていること

第４条以降省略（変更なし）
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